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令和３年  

第１２回教育委員会 会議録 
 

１  日 時 令和 3 年 12 月 23 日（木）  

午前 10 時 00 分～午前 11 時 57 分  

２  場 所 尾花沢市学習情報センター悠美館  ハイビジョンホール  

３  出席委員  教育長         五  十  嵐   健  

教育長職務代理者    東  海  林   衡  

委  員         森  山  千  洋  

委  員         鈴  木  瑞  穂  

                

４  出 席 者 こども教育課長     坂  木  良  一  

教育指導室長      髙  橋  和  哉  

社会教育課長      鈴  木    敏  

こども教育課長補佐   鈴  木  正  樹（事務局）  

 

会議次第 
 

１  開 会 

２  議事日程  

 日程第１  前回会議録の承認  

日程第２  会議録署名委員の指名  

日程第３  報告事項  

日程第４  報第４号   尾花沢市小中学校のあり方に関する各地区検

討委員会からの報告について  

日程第５  議第３９号  尾花沢市家庭学習用モバイルルーター等貸与

に関する要綱について  

日程第６  その他  

 

３  その他  

４  閉 会 
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会議録 
 

１  開   会   教育長  

 

・教育長  

 皆さん、おはようございます。  

 ただいまから、令和３年第１２回教育委員会を開催いたします。  

 それでは、議事日程に従いまして議事を進めてまいりますので、暫時

の間、ご協力をお願いいたします。  

 

２  日程第１  前回会議録の承認  

 

・教育長  

 はじめに、日程第１、「前回会議録の承認について」を審議いたしま

す。  

  

「前回の会議録」について、ご質問、ご意見がありましたらお願いい

たします。  

 

（「ありません」と言う者あり）  

 

ご意見等ないようですので承認することとし、会議録への署名を行い

たいと思います。よろしくお願いします。  

 

－  令和３年第１１回会議録署名委員による署名  －  

 

以上で前回の会議録の承認を終了します。  

 

３  つぎに、日程第２、会議録署名委員の指名を行います。  

会議録署名委員は、尾花沢市教育委員会会議規則第１８条第２項の規

定により、１番  東海林  衡  委員、３番  森山  千洋  委員、を指名

いたします。よろしくお願いします。  

 

４  各課の報告事項  

 

・教育長  

 つぎに、日程第３、報告事項でありますが、各課長から報告をお願い

いたします。  

 

 こども教育課長    資料に基づき説明する  

 

 社会教育課長     資料に基づき説明する  
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・教育長  

以上で報告を終わりますが、ご質問はありませんか。  

 

・委員  

 １２月２１日に開催されました地域除雪活動情報交換会とはどのよう

な方々が参加されたのですか。  

 

・社会教育課長  

 各地域の高齢者宅等の除雪をする団体を組織している代表者が集まり

ました。地域活性化交付金の地域除雪活動支援事業交付金の説明と、各

地区の取組みなどの情報交換を行ったものです。  

 

・委員  

 本町地区にも伝えて広めてほしいと思います。  

 

・社会教育課長  

 春の区長会などでも説明しております。各地区の区長会でも説明して

おりまして、全地区で説明させていただきました。なお、これからも説

明していきたいと思います。  

 

・教育長  

他にご質問はありますか。ないようでしたら、次に、日程第４、報第

４号「尾花沢市小中学校のあり方に関する各地区検討委員会からの報告

について」を議題といたします。  

 

５  議事日程  

 

提案理由の説明を求めます。  

 

・こども教育課長より各地検討委員会からの報告について資料を基に説

明を行った。  

 

・教育長  

 質問等ありましたらお願いします。無ければ、報告を受けて今後どの

ように進めるのか説明をお願いします。  

 

・こども教育課長より今後の進め方について説明を行った。  

 

・教育長  

 質問等ありましたらお願いします。  
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・委員  

 福原地区の福原中学校については、当初地区では、令和５年度の統

合、市の方針に了承する方が６５％ほどいたが、そこで決せず、関係す

る保護者へのアンケートをさらにとって、数パーセントの違いで令和９

年度となりました。何か課題があってではなく、いきなり令和５年度か

ら令和９年度になって途中経過がみえないように感じます。教育委員会

としては、結果を受けざるを得ないとは思いますが、子供たちが将来ど

うなっていくのかを話し合った結果ではないように感じます。話し合い

の過程が見えない結果になってしまいました。将来の子供たちのことを

考えての令和９年度であればいいのですが、そうではないような気がし

ます。  

 

・委員  

 小学校と中学校が同じ年に統合するということは、負担は無いのでし

ょうか。大変なのかなという気がします。アンケートの結果を見ると自

分の子供が統合に関わることを回避したいという考えがあるかのではな

いでしょうか。６年置くということはそういう気がします。中学校にな

ってみて、部活動とかの不満が出てくるのではないでしょうか。  

 

・委員  

 福原の保護者のアンケート結果を年度別にみると令和９年度が多いで

すが、令和９年度より前という方を足すと令和９年度より多くいらっし

ゃいます。全体的にみると令和５年度では早いけど令和９年度では遅い

という人が多く、本当に令和９年度でいいのかと見えてしまいます。  

 

・教育長  

 福原地区の最後の検討委員会に教育委員会として参加して説明したこ

とと、福原地区が令和９年度に延ばした理由などあれば、こども教育課

長から説明してください。  

 

・こども教育課長  

 いろいろと議論がなされたところです。教育委員会からも最後の会議

の中で、小学校中学校が同年度に統合になるということで小学校中学校

両方にお子さんの持つ家庭では、いろいろ準備であったり統合後の子供
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への配慮であったり負担が増えるのではないかとういう心配がありま

す。地区でも同時に閉校すると両方に関わる方については負担が大きい

と心配されます、教育委員会としては統合年度をずらしてほしいと伝え

ました。学校活動としては、部活動の部分を踏まえれば早い時期に統合

すべきではないかと説明しております。  

会議の中では、区長さん方は、アンケート結果を見ると地区として

は、早い時期の統合を望んでいるということで、統合が重なることでの

負担を考慮して意見をしていかなくてはいけないという意見が出まし

た。保護者の方は、結果を踏まえれば、統合は令和９年度になるのでは

ないかという意見が多く聞かれました。出席者の中に前回の小学校の統

合を経験した方もいて、同時でも可能ではないかという意見がありまし

た。小中学校に関わる保護者は基本的には別々なのでという考えがあ

り、やれるのではないかとういう意見がありました。最終的には、多数

決という形をとって、比較したのが令和６年度の統合と９年度統合を多

数決で多い方の令和９年度に決まったところです。  

 

・教育長  

 今後いろんな課題があってそれをどう考えるかを基本方針にまとめて

いくことになります。これまでの経緯を見ると統合については、約２年

間を費やすのが通常となっております。制服等の事前に準備が必要なも

のは前段に準備していく必要があります。  

他に質問がないようですので終結いたします。  

 

次に、日程第５、議第３９号「尾花沢市家庭学習用モバイルルーター

等貸与に関する要綱について」を議題といたします。  

 

提案理由の説明を求めます。  

 

・こども教育課長  

 昨年度購入しましたモバイルルーターにつきまして、今後タブレット

を持ち帰りでの家庭学習を進めるにあたり、通信環境が不十分な家庭に

対しモバイルルーターを貸与するため要綱を整備したものです。  

 

・教育長  

これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。  

 

・こども教育課長補佐より資料を基に説明した。  

 

・委員  

市から借りて契約する場合と、個人で契約する場合とではどの程度軽
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減なりますか。  

 

・こども教育課長補佐  

 各会社によって様々な商品がありますので比較するのは難しいです。  

 

・委員  

 学校からきたアンケートの中で貸出しもいらないですという項目があ

ったと思いますが、借りたとしても契約しなくてはいけないので、うち

では結構ですというご家庭は今のところありますか。  

 

・こども教育課長補佐  

 アンケートの結果については、教育委員会ではまだ把握しておりませ

んが、問い合わせはございました。  

 

・教育指導室長  

 通信については親のスマートフォンで十分ですから結構ですというご

家庭や日常的に持ち帰るわけでなくて何かあったときに使うために契約

する必要は、うちでは結構ですというご家庭が出てきております。そう

いう事由も認めざるを得ないということですので、貸し出しを要望する

家庭に貸すという状況をつくっております。  

 

・委員  

 ルーターを借りてもタブレットを持ち帰らないときも基本料金を払わ

なければいけないので、たまに持ち帰るために基本料金を払うことが了

解いただけるのかなと思います。  

 

・委員  

 家庭学習のなかでタブレットを使わないと宿題が出来ないという状況

になれば当然設置するのではないでしょうか。家庭でも使うんだという

ことであれば家庭でも考えるのではないでしょうか。  

 

・教育長  

 GIGA スクールの流れ自体は、コロナで休校しても学習活動ができる

ようにという強力な流れの中で、今回のルーターの貸与がでてきている

ので宿題や家庭学習とかが出来るうちと出来ないうちがあってはならな

いと考えております。具体的に今のような現実の課題があるわけなので

全家庭で同じような配信をしてやれることを目指しております。  

 

・委員  

 家庭の判断はあるにしてもこういう教育なんだと後押ししていく必要

があると思います。  

 

・教育指導室長  

 持ち帰りした際の問題点を確認しながら行っております。みんなが日
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常的に使える状況にしたいと考えております。採点なども簡易にできる

ので先生方の働き方についてもありがたい話です。全員が確実に使える

かどうかも通信状況なども含めて確認しております。日常的に持ち帰る

とこまでは行っておりません。みんなが使えるような状況にして各家庭

で納得して通信環境を整えていただけるよう進めております。  

 

・委員  

 各校流れは同じですか。  

 

・教育指導室長  

早い遅いはありますが、人数が多いところは、手間がかかります。  

学校ごと持ち帰りの状況は違いますが進めております。  

 

・教育長  

 質疑もないようですので終結いたします。これより議第３９号を採決

いたします。本案を原案のとおり決するにご異議ありませんか。  

  

（異議なしの声）  

  

・教育長  

 ご異議なしと認めます。よって議第３９号は原案のとおり決しまし

た。  

 

 以上で、本会に附議されました議案の審議が終了しました。  

 

６  その他  

続いて、日程第６「その他」でございますが、何かありませんか。  

 

・教育指導室長  

 令和３年度北村山教育賞等審査結果について説明  

 

・社会教育課生涯学習スポーツ主査  

 尾花沢市のスポーツの推進に関する市民アンケート調査結果について

説明  

 

・こども教育課長  

 尾花沢市小中学校のあり方に関する基本方針について説明  

 

・こども教育課長補佐  

 令和４年教育委員会の日程について説明  
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・教育長  

 他になければ、これで令和３年第１２回教育委員会を閉会いたします。

大変ご苦労様でした。  

 

                      午前１１時５７分閉会  

 

 

         会議録署名委員  

 

 

  １番                  

 

 

              ３番                  

 


